
○広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則 

(令和元年 10月 21日規則第 170号) 

改正 令和 2年 4月 1日規則第 131号 令和 4年 4月 1日規則第 99号 

令和 5年 4月 1日規則第 145号 令和 5年 7月 19日規則第 194号 
 

広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 28条の規

定に基づき，広島大学学術・社会連携室における学術指導に関し必要な事項

を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) 学術指導 学外からの依頼を受け，広島大学(以下「本学」という。)の

職員が教育，研究及び技術上の専門的知識に基づく指導助言により，依頼

者の業務又は活動を支援するもので，これに要する経費を依頼者が負担す

るものをいう。 

(2) 依頼者 本学に学術指導を依頼しようとする者をいう。 

(3) 学術指導担当職員 学術指導に従事する本学の職員をいう。 

(4) 担当コーディネータ 学術指導が円滑に行えるように調整する学術・社

会連携室未来共創科学研究本部又は学術・社会連携室オープンイノベーシ

ョン本部の職員をいう。 

(5) 発明等 広島大学職務発明規則(平成 16年 4月 1日規則第 112号)第 2条

第 1号に規定する発明等をいう。 

(6) 部局等 学部，研究科，附置研究所，病院，図書館，教育本部，全国共

同利用施設，学内共同教育研究施設及び学内共同利用施設をいう。 

(申込み) 

第 3条 依頼者は，担当コーディネータと事前に協議の上，所定の申込書を理事

(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)に提出するものとする。 

(受入条件) 

第 4条 学術指導の受入れの条件は，次のとおりとする。 

(1) 学術指導は，原則として本学の職員の職務と密接に関連し，本学の教育

研究活動等に支障がないと認められる場合に限ること。 

(2) 学術指導の結果生じた発明等の特許出願を行おうとする場合には，事前

に相手方に通知し，取扱いについて両者が協議して決定すること。 

(3) 学術指導期間は，1年を超えないこと。ただし，理事が認めた場合にお

いては，この限りでない。 



(受入れの決定等) 

第 5条 理事は，依頼者から申込書を受理した後，前条の受入条件を満たしてい

ると認めるときは，学術指導の受入れを決定するものとし，依頼者に所定の

受諾書を送付する。 

2 理事が申込みの内容について審議を要すると認めた場合は，事前に関係部局

等の長と協議するものとし，受入れを認めない場合は，申請者に通知する。 

(指導料) 

第 6条 指導料の単価は，1時間につき 2万円により算定される額を最低とし，

依頼者及び理事が協議の上，定める額とする。 

2 指導料の上限は，1年間につき 200万円とする。 

3 納付された指導料は，原則として返還しない。ただし，天災その他やむを得

ない事由により学術指導を継続できない場合においては，この限りでない。 

4 本学は，学術指導の実施に当たって特別な経費が発生する場合は，事前に依

頼者の同意を得て行うこととし，その費用を依頼者に別途請求することがで

きるものとする。 

(中止又は期間の変更)



2 広島大学産学・地域連携センターにおける学術指導に関する規則(平成 28年

6月 17日規則第 158号)は，廃止する。 

附 則(令和 2年 4月 1日規則第 131号) 
 

この規則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 4月 1日規則第 99号) 
 

この規則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 4月 1日規則第 145号) 
 

この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 7月 19日規則第 194号) 
 

この規則は，令和 5年 7月 19日から施行し，この規則による改正後の広島大

学学術・社会連携室における学術指導に関する規則の規定は，令和 5年 4月 1

日から適用する。 


